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1 機関の
研究データガバナンスの
必要性と実装イメージ



大学が、研究者の研究活動についても

責任を持たなくてはいけない時代

大学事務局

研究活動については、

研究者に任せて

おきたかったのに・・・。



DMP →  DMR
Data Management Record

の提案

DMR

大学の研究データガバナンスは、
計画ではなく、

研究データの取扱いに関する
記録で担保される



DMP/DMRの目的

 DMR
 研究データ管理の記録をとることにより、確実かつ堅実な研

究活動につなげることができる。

• （機関と研究者双方にとっての）研究データガバナンス
の実現

 DMP
 研究者による研究データ管理方針の宣言。

• 研究データ管理のあるべき品質の基準となる。

• DMRをDMPを設定した項目について記録し、DMPからズ
レた場合に、警告・補正することができる。



NII-RDP：機関における研究データの管理
…研究データとその管理方針・記録の利用

研究データ

研究データ
管理記録
（DMR）

研究データ
管理の方針

（DMP）

研究データ
ガバナンス

研究データ  
管理の  

品質管理  
（研究の加速）

証跡情報等
研究公正

・再現性

DMPで設定した項目に基づき記録

未来の研究構想に役立つ！ ラボノート的
役割

DMP/DMR
ツール



研究データガバナンスは、11.2条の各項目について、

1. 研究課題ごとに研究データ管理方針が定められ（研
究課題実施期間中に更新されることを含む。）

2. 研究データがその方針に沿って研究利用等され

3. 研究データ管理記録が研究課題実施期間中に随時
記録され

4. 1)－3)による研究データとその管理方針・記録が11.9
条に定められる範囲で機関によりアクセスできるよう
にされることによって

構築及び維持される。

NII-RDP 11.3条
研究データガバナンスの構築及び維持の方法



NII-RDP：研究データ機関管理（イメージ）
「機関と研究者」の協力関係の上に成り立つ研究データの機関管理

 「機関と研究者」の協力関係の上に成り立つ研究データの機関管理とすることで、米国コンプライアンス型ポ
リシーの「機関は研究データのオーナー、研究者は管理者」という図式を回避する。

• そもそも、無体のデータには所有権が認められないため、この考え方の方が適切。

 このイメージでは、研究者も機関の一員と位置づけるため、研究者は自分の手元に研究データを置いておく
ことができる。

 ただし、機関は「研究データとその管理」の実態を把握していなければならないため、研究者は機関に対して
最低限のレポーティングする必要がある。また、緊急時には、研究データをすぐに提供できなければならない。

研究者 機関
協力関係

研究データ管理

可能な限りの共有・公開

機関にレポーティング

管理の環境整備

共有・公開の環境整備

コンプライアンス対応

社
会

利活用促進

コンプラ対応

研究者も
機関の一員と
位置づける
と良い！

Ｄ
Ｍ
Ｒ

第6条



NII-RDP 11.5条 研究者の責務①：研究課題ごとの
研究データとその管理方針・記録の管理

 研究者は、研究データとその管理方針・記録を自身が
関わる研究課題ごとに管理（研究データ管理方針及び
研究データ管理記録については作成及び更新すること
を含む。）し、これを11.9条に定められる範囲で機関が
アクセスできるようにすることで、8.2条に定める研究

データの管理・公開のうち、研究データの管理に係る責
任を果たすものとする。

 なお、研究データの管理について、研究者は、法令等
及び契約に反しない範囲で、自身が関わる研究課題に
設定されている場合の研究データ管理方針及び研究分
野の慣行等を踏まえ、裁量をもってこれを行う（6.3条）。



研究代表者は、以下の各号を果たすことにより、8.3条に定める研
究データの管理・公開の統括責任を果たすものとする。

その際、研究代表者は、自ら行うか、研究課題内で任命した研究
データ実務責任者をして、以下の各号を履行する。

1. 11.2条の各項目に関する研究課題における研究データ管理方針
の策定及びメンバーヘの周知

2. 研究課題における研究データとその管理方針・記録の管理（11.9条
に定められる範囲で機関がアクセスできるようにすることを含む。）

3. メンバーによる研究データとその管理方針・記録の管理の把握

NII-RDP 11.7条 研究代表者の責務：
研究課題における研究データ管理の統括



2 DMP/DMRの項目、
フォーマット
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参考︓基本的考え方におけるメタデータの共通項目
項目 必須／任意 備考

1 資金配分機関情報 必須※ 公募型の研究資金を配分した資金配分機関（府省含む）の英語略称
公募型の研究資金以外の場合は記入不要

2 e-Radの課題番号 必須※ 公募型の研究資金の場合は、e-Radに登録した課題番号
公募型の研究資金以外の場合は記入不要

3 プロジェクト名 必須※ プロジェクトの研究代表者が統括する研究開発の範囲の名称
公式な名称がない場合は、研究者の所属機関のルールに従って入力

4 データNo. 必須
管理対象データを一意に特定するための番号
公募型の研究資金を配分した資金配分機関が付与
公募型の研究資金以外の場合はデータ管理機関（項目14）が付与

5 データの名称 必須 学会資料、報告資料、測定結果などの中身の分からない名称は避ける
6 掲載日・掲載更新日 必須 メタデータの掲載日・掲載更新日
7 データの説明 必須 端的かつ中身の分かる内容を記載
8 データの分野 必須※ e-Radの研究分野（主分野）。e-Radとの連携により、自動入力される予定。

9 データ種別 必須 研究データ基盤システム上では、通常は「データセット」を標準とするが、データの特性
に応じて「データセット」以外の種別を選択可能

10概略データ量 任意 1GB未満、1GB以上10GB未満、10GB以上100GB未満、100GB以上等の区分により記載

11
管理対象データの利活用・提供方針 必須 無償／有償、ライセンス情報、その他条件（引用の仕方等）等を記載
アクセス権 必須 公開／共有／非共有・非公開／公開期間猶予から選択
公開予定日 必須 公開期間猶予を選択した場合、公開予定日を記載

12
リポジトリ情報 必須 現在のリポジトリ情報、あるいはプロジェクト後のリポジトリ情報
リポジトリURL・DOIリンク 任意 情報があれば記載

13
データ作成者 任意 管理対象データを生み出した研究者の名前
データ作成者のe-Rad研究者番号 任意 管理対象データ作成者のe-Radの研究者番号

14

データ管理機関 必須 各データを管理する研究開発を行う機関のe-Radに登録された法人名
データ管理者 必須 データ管理組織において各管理対象データを管理する担当者の名前

データ管理者のe-Rad研究者番号 任意 管理者のe-Radの研究者番号
e-Rad研究者番号がない管理者は記入不要、ある場合は必須

データ管理者の連絡先 必須 データ管理者の所属機関の住所や電話番号、メールアドレス等
15備考 任意

※公募型の研究資⾦による研究活動の場合

（⾚字箇所は今後変更予定）

https://www8.cao.go.jp/cstp/kenkyudx.html



DMP全国共通機能に求められる項目

1. 研究助成機関向けの項目
• 研究プロジェクト情報、公開データ情報

2. 研究データの機関管理用の項目
• 機関コンプライアンス用情報

 機密情報、個人情報、研究公正、ライセンス

• 研究成果情報

3. 研究者の研究活動支援
• 計算機実験ワークフロー学習・管理・保存
• 研究成果の公開・保存・管理
• 証跡保存



データ管理方針（ガバナンスルール）

14

Governance 
rule

Policy-x
Policy-y
License
DMP-x
FAIR-F
FAIR-A
FAIR-I
FAIR-R
︙

データ管理方針
（ガバナンスルール）

研究データの管理方針を機械可読にし、列挙する。

ルール

研究プロジェクト
ごとの

RDM 方針

分野ごとの
ポリシー

研究者

研究
コミュニティ

ルール作成者

機関の研究
データ
ポリシー

（機械可読）

機関

ルールの
機械可読化・集約

研究者が研究プロジェクトごとに設定するDMP
（研究データ管理ポリシー）



•ファイル保存場所、ファイル命名方式

•バージョン管理

•メンバータイプごとのアクセス権限

•秘密保持事項

•ライセンス管理

•研究データ10年保存

•研究成果情報

• OA方針 等
15

研究プロジェクトごとのRDM方針（例）



NII研究データポリシー
…5.1条 研究データの管理・公開の原則



機関は、研究データの管理・公開の原則（5.1条）を具体化し、以下の項目を含

む研究データガバナンスを構築及び維持する。機関は、これらの項目について、
拘束力ある規範及びこれを実施するための運用方針等によって実現するよう
努めなければならない。その際、規範において、⑥及び⑦については、研究者
の裁量を最大限尊重するようにする（6.3条）。

① 研究データ等の安全管理

② 研究データ、関連情報及び関係する者に関する権利利益の保護

③ 研究データの提供元による条件の遵守

④ 研究課題内の研究データの保有主体等の設定と運用

⑤ 研究データの共有・公開に係る条件の整備

⑥ 研究の公正及び研究の再現性に資する研究履歴の管理及び保存

⑦ 研究成果の共有・公開及び可能な限り多くの、長期的な研究データの共有・公開

NII-RDP 11.2条
研究データガバナンスの範囲



① 研究データ等の安全管理

⇒ 情報セキュリティ（データの機密度に応じた保存媒体等）

② 研究データ、関連情報及び関係する者に関する権利利益の保護

⇒ 研究データ内の個人情報、機密情報等の取扱い

③ 研究データの提供元による条件の遵守

⇒ 研究データ提供元への配慮 （データライセンスの条件、秘密保持契約含む）

④ 研究課題内の研究データの保有主体等の設定と運用

⇒ 研究チーム内の管理 （アクセス権限、帰属・貢献度、オーサーシップ等）

⑤ 研究データの共有・公開に係る条件の整備

⇒ 制限共有・公開の条件等 （データ提供元、ライセンス条件への配慮必要）

⑥ 研究の公正及び研究の再現性に資する研究履歴の管理及び保存

⇒ 研究データ10年保存、証跡情報等

⑦ 研究成果の共有・公開及び可能な限り多くの、長期的な研究データの共有・公開

⇒ 研究成果管理

NII-RDP 11.2条
研究データガバナンスの範囲…意味



研究データ管理・公開の原則 DMP/DMR 機関との共有情報

➀ 情報セキュリティ ・データの機密度別保存場所
・データの機密度別アクセス権限

■データ管理方針
・証跡情報

② 研究データ内の個人情報、
機密情報等の取扱い

・遵守すべき法・契約等別の「保護を必要と
するデータ」の特定
・データ種類ごとの適切な取扱い

■「保護を必要とするデータ」の特定方針
●契約等原本
○機関内手続きの履歴
・証跡情報

③ 研究データ提供元への
配慮

・データ提供元の条件、ライセンス条件等の
明確化
・提供元条件に応じた適切な取扱い

■データ取扱方針
●ライセンス条件等の原本
・証跡情報

④ 研究チーム内の管理 ・研究・研究データ生成への貢献度
・知財、データの帰属
・論文・データのオーサーシップ

■チーム内貢献度管理の方針
○知財、データの帰属の記録
○論文等のオーサーシップ記録

⑤ 研究データの共有・公開
の条件等

・公開/制限公開/共有/非公開データの特定
・データごとの共有・公開先、条件の特定・
運用

■データ共有・公開条件特定方針
○データ提供元の条件等の記録
○データ共有・公開条件運用の記録

⑥ 研究公正・再現性への
配慮

・研究データ10年保存
・証跡情報の保存
・バージョン管理等

○研究データ10年保存
・証跡情報
■バージョン管理方針
○研究データ管理の記録

⑦ 研究成果の共有・公開 ・研究成果管理
・研究成果のOA

○研究成果一覧
■研究成果のOA方針
○機関リポジトリ等の研究成果情報
・GRDM→機関リポジトリへの公開履歴

19

DMP/DMRと機関との共有情報（例）

※証跡情報：  ファイル保存・管理・アクセス履歴等



DMP/DMRに関する
「機関との共有情報」

の種類
データフォーマットと共有形式 DMP/DMR

入力方式

■方針 定型化可能なセマンティック情報
・DMP定型フィールドへの情報入力
例）［データ機密度、責任者、アクセス権限、保
存場所等］

手入力

●原本 紙媒体、PDF
・契約文書等は機関の文書管理に従う
・原本のPDFを、機関とPIとの「共有フォルダ」
にて共有

ファイルアップロード

○手続き、運用記録 定型化可能なセマンティック情報
・DMR定型フィールドへの情報入力

可能な限り
システム上のトランズ
アクションを自動記録

・証跡情報 ファイル保存・管理・アクセス履歴等
・NII-RDC上で機械的に保存される証跡情報

機械的保存

20

機関との共有情報のデータフォーマット



研究成果データ加工・解析・解釈段階データ入手段階

研究データの全景

研
究
チ
ー
ム
内

外

界

個

人

情

報

ラ

イ

セ

ン

ス

代表機関

機関A

機関B

機関C

データ
生成

データ
クリーニング

データ
アノテーション

デ

ー

タ

寄

託

データ
共有

産学連携

技術流出

（安全保障

貿易管理）

データ
解析

ラ

イ

セ

ン

ス

供

与

特

許

論文
学会発表

データ
公開

データ
共有

データ
加工

データ
解析技術

開発

データ
整理

データ
解釈

データ継続利用

著
作
権研究者

支援者

研究者

研究者

支援者協力者

学生

業者

アルバイト
図書館員

一定のルール導入による円滑化が有用



3 DMP/DMRツールの
実装イメージ



多様なRDM場面とDMP/DMR

 機関のデータガバナンス目的

1. 法的・倫理的・契約面の遵守（各種書類の保存、遵守状況の管理）

2. 安全管理措置（情報セキュリティ上のアクセス管理）

3. 文書管理（研究データ10年保存、プロジェクト終了後の文書保存）

 研究面のRDM目的

4. 研究促進（ファイル命名・整理、バージョン管理等）

5. 研究公正、再現性（証跡保存、 コード付帯、プロビナンス）

6. 知財管理（データライセンス・利用条件等、データの公開条件、データの帰属等）

7. チーム内の権限・貢献度管理（アクセス権限、貢献度、オーサーシップ等）

 研究成果保存・公開、その他

8. 研究データ10年保存、即時OA義務化（論文＋研究データ）

9. 機関のデータカタログ
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NII RDC データガバナンス機能

研究データ
管理記録
（DMR）

①データ管理方針の策定を支援
②その方針に基づいて研究データ管理を支援
③データの管理状態がデータ管理方針に合致しているか検証＆調整

③RDM の整合性を
検証＆調整する

(RDM アジャスター)

①RDM 方針
（”DMP”）
を立てる

②RDM を支援
(RDM ファシリテーター) 研究データ管理

記録に関する
情報の抽出

生成された
研究データ



DMP/DMRツールの基本機能

 入出力機能

1. DMP入力・設定機能

2. DMR出力・保存機能

 予測・調整機能

1. RDM ファシリテーター機能

• DMPとDMRから、次のRDMの一手を推測・支援する機能

2. RDM アジャスター機能

• DMRがDMPからズレた場合に、警告・補正する機能

機械可読、システム連携可能



NIIの研究データガバナンスの
仕組み

研
究
者

 研究データとその管理方針・記録（DMP/R）
を機関と共有

 研究成果と研究データを可能な限り公開

機
関

 研究データの機関管理とコンプラ対応

 研究者の研究データの管理・公開の
ための環境整備

• 研究者が、機関提供環境以外において自身の研究データを管理・保存、共有・公開することは自由です。

• ただしその場合、（特に不慮の事態における）機関による組織的バックアップは得られず、自身で責任を持って対応
する必要があります。 

研究データの
機関管理

研究者

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R

機関

作成、保持、
機関と共に管理

研究データ管理
基盤の提供

（DMRツール含む）

研究データガバナンス
のための閲覧・保存

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R

研究ﾃﾞｰﾀ

DMP/R研究者

研究者

社
会

利活用促進

コンプラ対応

機関リポジトリ

研究成果 研究データ

研究成果の
公開

OA、閲覧

研究データ公開
基盤の提供

• 研究活動中の利用
• 研究データ10年保存ルール



NII-RDP: 機関と研究者のDMR共有

研究者A職員
研究推進部 研究課題

研究公正
誓約書等

研究成果
（研究データ10年

凍結保存）

研究課題

研究課題

誓約書等

誓約書等

研究成果

研究成果

研究者A

研究者B

研究者A

研究者B

010211

212345

研究課題

研究公正
誓約書等

研究成果

アンケート調査
dataset

研究倫理審査
情報提供同意書

documents

研究成果

大会報告

研究者A

研究者A

研究者A

010211

010211

010211

研究者A

機関
リポジトリ

教員・職員の共同管理領域

researchmap
eRad

その他研究業績報告
：

Github
arXiv
Zenodo
ResearchGate

：



学内手続き
- 研究公正誓約書
- 研究倫理審査
- 利益相反、機密情報
- 情報セキュリティ

DMR

研究活動を記録するDMR

研究
Proj.
情報

データ
取扱
情報

保存領域

割当
情報

DMR
記録開始

研究データ
生成・加工・保存記録

（証跡保存含む）

研究成果

記録

データ
公開・

長期保存

記録

データ
保存・凍結

移行
記録 DMR

記録終了

eRad
- Proj.情報
- 研究者情報
- 共同研究者情報

GakuNin RDM
ストレージ

機関リポジトリ
ストレージ

研究成果情報
- Researchmap
- 研究者総覧
- WoS, Scopus

GakuNin RDM
ストレージ

研究助成
確定

データ
取扱情報

入力

データ
公開・

長期保存

研究成果
発表

研究活動実施
（データ生成・加工・解析）

研究
Proj.
終了

※ 各種のシステムを連携することにより、一度入力した情報は各所に反映されるように配慮

研究データの
取扱いは、
できるだけ

自動的に記録
するよ

機関の
文書管理に

移行

（研究Proj.開始フェーズ） （研究フェーズ） （研究終了フェーズ）



機関リポジトリ等における即時OA義務化と
DMP/DMRツール

研究者

機関リポジトリ

（研究者）

• メタデータ付与
• ファイルアップロード
• 研究業績記録
• システム連携
（researchmap, eRad）

セルフアーカイブ

• 公開ポリシーとの
確認

• メタデータ、ファイ
ルの確認

• 各種RDMコンサ
ルテーション

確認・公開

（図書館）

図書館員

職員

• 公開・制限公開機能
• 機関即時OAモニタリ

ング機能
• 研究者別研究業績

管理機能
• View/DL統計情報

(制限)公開・出力



NII-RDP: 研究プロジェクト内の研究データ管理モデル二種

研究データの

機関管理台帳

研究者Ａ

• DMR-A-1
• DMR-A-2
• ：

DMR-A-1
DMR-A-2

：

研究代表者Ｂ

• DMR-B-1
• DMR-B-2
• ：

DMR-B-1
DMR-B-2

：

研究者L

• DMR-L-1
• DMR-L-2
• ：

DMR-L-1
DMR-L-2

：

研究者Ｍ

• DMR-M-1
• DMR-M-2
• ：

DMR-M-1
DMR-M-2

：

研究者Ｃｘ
DMR-Cx-1
DMR-Cx-2

：

研究代表者Ｃ

• DMR-C-1
• DMR-C-2
• ：
• DMR-Cx-1
• DMR-Cx-2
• ：
• DMR-Cy-1
• DMR-Cy-2
• ：

DMR-C-1
DMR-C-2

：
DMR-Cx-1
DMR-Cx-2

：
DMR-Cy-1
DMR-Cy-2

：
研究者Ｃｙ

DMR-Cy-1
DMR-Cy-2

：

各研究者
独立管理・報告

モデル

研究代表者
取りまとめ

モデル

研究プロジェクトＢ

研究プロジェクトＣ

常時確認・書き換え可能

DMR報告
基本モデル

第6.2条



機関と研究者のコンプライアンスに
主につながるDMP



豪州大学の学内DMP導入の経緯

1. 豪州研究助成機関が、研究者ではなく、機関に対して
「責任ある研究実践」を求めた。

 Australian Code for the Responsible Conduct of 
Research 2018

2. また、付随して、機関における研究データ管理のガイド
を提示した。

 Management of data and information in research

3. これらにDMPは言及されていないが、一部の大学は
DMPを機関内に導入することにより、機関のデータガバ
ナンスを構築しようとしている。

4. なお、現状では多くの場合、研究者ではなく、（研究開始
の条件として）大学院生にDMP作成を義務化している。

https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018



Management of data and information in research
—a guide supporting the Australian Code for the Responsible 
Conduct of Research

2. Responsibilities of institutions
2.1 Provision of training for researchers
2.2 Ownership, stewardship and control of research data and 

primary materials
2.3 Storage, retention and disposal
2.4 Safety, security and confidentiality
2.5 Access by interested parties
2.6 Facilities 

3. Responsibilities of researchers
3.1 Retention and publication
3.2 Managing confidential and other sensitive information
3.3 Acknowledging the use of others’ data
3.4 Engagement with relevant training

https://www.nhmrc.gov.au/about-us/publications/australian-code-responsible-conduct-research-2018



シドニー工科大学のDMP（例）
 Project
 People
 Ethics and Security
 Information Security 

Classification 
(public/internal/sensitive/confi
dential)

 Research involves:
 Human participant data
 Use of animals

:
 Ethics approval needed (y/n)

 Data Collection and Storage
 Data collection methodology
 File type, file format
 Storage location

 Data Retention and Disposal
 Minimum retention period
 Data steward
 Commitments to destroy data 

prior to end of retention period
 Access and Rights
 Copyright and intellectual 

property owners of data 
created in project

 Access after the project
 Use of secondary or third-party 

data
 Attach ethics approval, licenses

 Research Workspace

https://www.lib.uts.edu.au/services/services-for-researchers/manage-your-information-and-data
https://www.youtube.com/watch?v=5uuvhPdcsqs&t=128s



シドニー工科大学のDMP（例）
…DMPを中核に各種システムを連携

https://eresearch.uts.edu.au/2018/07/04/APRI_2018_provisioner/index.html
https://zenodo.org/record/4817188#.YkWdbeczYQ8



シドニー工科大学
…ストレージ・オプション

https://www.lib.uts.edu.au/services/services-for-researchers/manage-your-information-and-data
https://www.lib.uts.edu.au/sites/default/files/2020-11/research_data_storage_options_for_uts_researchers.pdf
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（おまけ） これからの大学における
データガバナンス



データガバナンス

 データ管理に対して，組織として，明確な理念のもとに体制を
構築し，具体的に実施するようにすること。

• 機関におけるデータ管理の重要性が認識されるようになり，近年使わ
れるようになった概念。

 大学におけるデータガバナンスはもっぱら「機関データ（人事，
財務，教務データ等）」を対象とする。

 部署間のデータの整合性の担保や，エビデンスに基づく意思
決定，データセキュリティ，コンプライアンスなどを目的する。

 担当部署： IR室、情報基盤センター等

38

企業のマーケティングにおいて
データの整合性は

戦略的に優位に立つ上で
最重要課題！



データガバナンス
…C-Officer＋四役

 データオーナー
 データ所有者。大学の機関データについては学長あるいは大学当局。

 データトラスティー
 大学の役員や管理職により担われ，自身の担当領域のデータの管理につい

て最高責任を負う。

 データスチュワード
 担当領域の部課長や職員で、機関データが適切に生成、管理、取り扱われる

ことについて責任を有す。

 データカストディアン
 データの保存管理や保護について責任を有し、情報管理やIT部門により担

われることが多い。

 Chief Data Officer (CDO)
 機関におけるデータガバナンスの実施を総括する。大学ではIR室を兼ねる場

合がある。
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大学のデータ管理における
研究データと機関データの考え方の違い

研究データ

対象
• 研究の過程で収集・生成され

るデータ

データ生成者
• 研究者

データスチュワード
• 研究者や研究支援者

データオーナー
• 研究者または、大学当局が担

う場合もあり

機関データ

対象
• 大学運営の過程で収集・生成

されるデータ

データ生成者
• 大学事務部署の職員

データスチュワード
• 大学事務部署の部課長、職員

データオーナー
• 学長または、大学当局

40

データ生成者と
管理者が

基本的に一致データ生成者と
機関管理の
責を負う者が

不一致
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